
令和4年度学童クラブ利用申請について

空き家・空き室、活用しませんか？
所有者の方と一緒に、様々な活用方法を考えていきます。気軽に相談してください。
今回は、空き家を地域貢献へ活用した事例とセーフティネット住宅として活用した事例を紹介します。
■問住宅課施策推進グループ☎3981-2655

イクメン・カジダン・イクジイ写真展作品募集
●募集期間…令和4年1月31日㈪まで
●応募点数…1人2点まで。未発表の作品に限る。
●対象…区内在住、在勤、在学の方
●応募方法…Eメールに携帯電話やスマートフォン、
デジタルカメラで撮影した写真の添付と（①氏名、
②住所、③連絡先、④作品タイトル〈15字以内〉、⑤
エピソードやコメント〈100字程度〉）を記入のうえ
男女平等推進センター■EMA0011400@
city.toshima.lg.jpへ。
■問当センター☎5952-9501

◀前回の最優秀賞
「昔はイクメン、今はイクジイ」

伯母の家が空き家になり、自分も関わりが持てて社会貢献できるよう活
用したいと思いました。孤立が社会問題になっている中で、誰もが気軽
に入れて人とつながれる場所にしたいと考えていた頃、区の活用事業を
知り、相談や改修費の助成を受けました。空き家のリ
ニューアルに、これからも制度が活かされるといいですね。

住所／北大塚3-7-1、営業時間（カフェ）／午前10時～午後5
時（毎週金・土曜日）※詳細はホームページ参照か問い合わせ
てください。里葉☎5980-7664

※月曜（祝日の場合は翌平日。12月27日は臨時開館）、年末年始（12月29日～1月3日）休館
◇入館料（グッズ付き）…おとな500円、小・中学生100円、未就学児・障害者は無料
■申当館ホームページ（2次元コード）から入館日時を予約してください。予約優先。
■問当館☎6912-7706

戸建て空き家を地域貢献に活用する場合、改修費の一部を補助します（リ
フォーム費用の3分の2、上限200万円）。詳細は区ホームページ参照か問い
合わせてください。

12月18日㈯～令和4年4月10日㈰　
午前10時～午後6時（最終入場午後5時30分）

人権週間は、世界人権宣言の趣旨と重要性への理解を深める取組みを進め、人権尊重思想の
普及を図るために定められています。SDGsで掲げる「誰一人取り残さない」社会を実現するた
めにも、人権問題を「誰か」の問題ではなく、自分自身のこととして捉え、相手の気持ちを考え
思いやることや互いの違いを認め合う心を未来へつなげていきましょう。
■問総務課総務グループ ☎3981-4451

携帯電話人権相談　
☎090-7206-2772（24時間365日受付） 
匿名で相談を受け付けています。小・中学生の皆さんも
気軽に相談してください。

人権身の上相談（休止中）
名誉棄損やいやがらせ、家庭内暴力など、人権侵害につ
いての相談窓口です。再開の際は、区ホームページなど
でお知らせします。
■問区民相談課庶務・相談グループ☎3981-4164

人権擁護委員が表彰されました　
永年にわたり豊島区の人権擁護委員として活動に尽力され
た功績により、中嶋 美沙子氏、鈴木利治氏の2名の委員
が10月25日付で法務大臣表彰を受賞されました。

法務大臣から委嘱されている人権擁護委員
が、法務局とも連携しながら問題の解決と
救済に取り組んでいます。

●対象…区内在住または区立小学校に
在学で、保護者の就労、疾病などによ
り放課後の保育に欠ける児童※保護者
の就労時間などの利用条件あり。

●実施施設…子どもスキップ22施設
（各小学校区に１か所ずつ）
※詳細は区ホームページの施
設一覧（2次元コード）参照。

●利用時間

※午前9時前、延長利用は要申請(条件あり)。
※日曜日、祝日、年末年始(12月29日～1月3日)は休業。

●利用料…基本／月額4,000円、午前9時前利用／年額1,000円、延長
利用／月額1,000円
※いずれも所得などによる減額・免除制度あり。午後５時以降利用する方
で、間食を希望する場合は、別途月額1,000円が必要。

●申込方法
申請書類は各学童クラブで配布しています。
以下の期間に、希望の学童クラブに申請
書類を提出してください。
•学童クラブ在籍者…12月23日㈭まで
•新規利用希望者…令和4年１月４日㈫～
　19日㈬※新規利用希望者は児童と保護
　者の面談あり。電話で要予約。

■問各学童クラブまたは放課後対策課児童支援グループ☎3981-1058

里葉
ホームページ

授業の
ある日

基本

放課後～午後6時
(土曜日は午後5時まで)

午前9時～午後6時
(土曜日は午後5時まで)

午前8時15分～9時

午後6～7時
(平日のみ)

午前9時前利用 延長利用

授業の
ない日 子どもスキップでの過ごし方を

動画で紹介しています！
詳細は「としまななまるチャンネル」をご覧ください。

まずは
ご相談ください

【受付時間】午前8時30分～午後5時15分（平日）
【相談方法】
窓口／区役所本庁舎６階住宅課
電話／☎3981-2655
Ｅメール／■EMA0022901@city.toshima.lg.jp

家事・育児に
積極的に取り組む

お父さん、おじいちゃんの
日々の姿を撮影した作品を

大募集！

「人とのつながりを生む　本と庭のある場所」　里葉
坂下睦子さん

空き家を“憩いの場ブックカフェ”にリノベーションケース１

高齢者や障害者などの孤立を防ぐために、誰の入居も拒まない低家賃の
住宅供給と交流拠点の整備などに取り組んでいます。この施設は、築35
年の一戸建てをシェアハウスにフルリノベーションし、「共生ハウス西池袋」
として令和2年にオープンしました。今後も、安心して暮らし続けられるま
ちづくりをサポートしていきたいです。

セーフティネット専用住宅に登録し、新たに入居者を募集した物件のオーナーな
どへ、居住者の家賃負担を抑えることに対する補助（月額上限4万円）を行ってい
ます。登録や補助要件などの詳細は区ホームページ参照か問い合わせてください。

セーフティネット住宅って？
高齢者や子育て世帯、障害者、所得の低い方など、住まい探しに困っている方の入居を受け入れる住宅。
所有者は専用住宅として登録すると、リフォーム費用の一部補助や家賃などの補助が受けられます。

空き家を改修して、安心して暮らせる住まいづくり
（一社）コミュニティネットワーク協会代表理事　渥美京子さん

配慮が必要な方の入居を拒まないセーフティネット住宅にケース2

利用したのは…　地域貢献型空き家利活用事業

例えば…　家賃の負担軽減に対する、家賃低廉化補助

＼一定の要件を満たせば、現在入居者がいる住宅に対しても！／

●実家が空き家になっている
●将来、実家が空き家になりそうだ
●所有の空き家について専門家の意見を聞きたい

●人権週間パネル展
12月24日㈮まで
庁舎まるごとミュージアム（区役所本庁舎6～8階）　
午前8時30分～午後5時（平日）
としま産業振興プラザ（IKE・Biz）　午前9時～午後5時（日曜日除く）
◇人権の大切さや人権問題を身近に感じるためのパネル展。女性の権利や性の多様性、障害者、高
齢者、子どもの権利を考えるパネル、今年度区内の小・中学生が取り組んだ人権メッセージ・人権
作文の優秀作品などを展示。
●夜間人権ホットライン（東京都人権プラザ事業）　
☎6722-0127（相談無料）　12月6日㈪　午後5～8時
◇弁護士による人権相談、法律相談を電話で受付（1名あたり10分程度）。
■問東京都人権プラザ相談室☎6722-0124、6722-0125

シェアハウスのリビングスペース

料理教室にも使えるシェアキッチンとイベントができるレンタルスぺース

様々な本があり、ゆっくり自由に読むことができるカフェスペース

シェアハウスの居室スペース

り     よう
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